
お知らせ
令和4年（2022）4月1日　No.311号3

毎月第4日曜日（今月は4月24日）は9：00〜17：30まで区役所を開庁しています。毎週金曜日は19：00まで開庁時間を延長しています。
お取り扱いできない業務もありますので、詳しくはお問い合わせください。　 問合せ  企画総務課（庶務）　 L 6774-9625

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を 

ご
存
じ
で
す
か
？

大
阪
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
ひ
と

り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
の

世
帯
、
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障
が
い

が
あ
る
方
な
ど
を
対
象
に
、
急
病
な
ど

の
緊
急
時
に
迅
速
に
対
応
す
る
緊
急
通

報
シ
ス
テ
ム
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
度
か
ら
従
来
の
固
定
型
の

緊
急
通
報
機
器
に
加
え
、
固
定
電
話

を
必
要
と
せ
ず
、
自
宅
内
で
持
ち
運
び

可
能
な
携
帯
型
の
機
器
も
新
た
に
導
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
固
定
型
機
器
を
ご
利
用
で

携
帯
型
機
器
に
変
更
す
る
場
合
も
手
続

き
が
必
要
で
す
。

費
用
／	

前
年
所
得
税
非
課
税
世
帯
は

無
料（
課
税
世
帯
は
費
用
負
担
あ
り
）

I	

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

L	

６
７
７
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−

９
８
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７

■ 

弁
護
士
に
よ
る 

「
離
婚
・
養
育
費
」法
律
相
談

離
婚
や
養
育
費
に
関
し
て
、
法
律

的
な
知
識
を
要
す
る
問
題
の
相
談
に

応
じ
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

日
時
／
４
月
21
日
㈭	

14
時
～
17
時

場
所
／
区
役
所
内
会
議
室（
予
定
）

相
談
時
間
／
１
組
45
分
以
内

定
員
／
４
組（
申
込
先
着
順
）

申
込
／
４
月
14
日
㈭
９
時
か
ら
電
話

I		

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）
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■ 

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

※
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
は
他
区

で
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
ほ
か
、
令
和
4
年
度
に
区
役

所
で
実
施
す
る
各
種
相
談
に
つ
い
て
、

特
集
4
面
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

I		

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

L
６
７
７
4

−

９
６
８
３

※
相
談
時
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い

し
ま
す
。
体
調
不
良
の
方
は
来
庁
を

控
え
て
く
だ
さ
い
。

■ 

日
曜
法
律
相
談

日
時
／	

４
月
24
日
㈰		

９
時
30
分
～
13
時
30
分

場
所
／	

都
島
区
役
所	

（
都
島
区
中
野
町
２
ー
16
ー
20
）

　
　
　

	

阿
倍
野
区
役
所	

（
阿
倍
野
区
文
の
里
１
ー
１
ー
40
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
各
16
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

予
約
受
付
／	

４
月
21
日
㈭
、
22
日
㈮	

９
時
30
分
～
12
時

予
約
専
用
／
L
６
２
０
８

−８
８
０
５

I		

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー	

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

L
４
３
０
１

−

７
２
８
５	

８
時
～
21
時（
年
中
無
休
）

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

天
王
寺
税
務
署

堂
ケ
芝
２

−

11

−

25

L	

６
７
７
２

−

１
２
８
１

令
和
３
年
分
確
定
申
告
の 

振
替
日
の
ご
案
内

■
振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
へ 

・
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

振
替
日
／		

４
月
21
日
㈭

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税

振
替
日
／		

４
月
26
日
㈫

■
延
納
届
出
を
さ
れ
た
方
へ

申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
延
納
分
の
納
期
限
は
、
５
月
31

日
㈫
で
す
。

浪
速
区
湊
町
１

−

４

−
１	

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｔ	

５
階

L	

４
３
９
７

−
２
９
４
８（
代
表
）

K	

４
３
９
７

−
２
９
０
５	

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税 

（
第
1
期
分
）の
納
期
限
は 

5
月
2
日
㈪
で
す

I		

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税	

(

土
地
・
家
屋
）に
つ
い
て
は
、	

な
ん
ば
市
税
事
務
所	

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

L		

４
３
９
７

−

２
９
5
７（
土
地
）、	

	
	

４
３
９
７

−

２
９
5
８（
家
屋
）

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）に
つ
い
て
は
、	

船
場
法
人
市
税
事
務
所	

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）グ
ル
ー
プ

L	

４
7
０
5

−

２
９
４
1	

K	

４
7
０
5

−

２
９
０
５

な
ん
ば
市
税
事
務
所

実施日 時　間 受　付

弁護士による法律相談 P 5日(火)、13日(水)、21日（木）、
22日（金）

13:00～
17:00

区役所6階
61番窓口

社会保険労務士相談★ 11日(月)

13:00～
16:00
（�受付は
15:30まで）

区役所
１階
区民情報
コーナー

不動産相談★ (不動産協会) 7日(木)
(宅建協会) 12日(火)、19日(火)

税理士相談★ 20日(水)
司法書士相談★ 26日(火)
行政書士相談★ 27日(水)
P…��要予約（相談日当日９:00から先着順で電話予約）　※定員８組、相談時間の指定はできません。
★��相談をご希望の方が多数おられる場合は、12:50ごろより、１階受付場所にて番号札をお配りします。

��

特
別
児
童
扶
養
手
当
・�

特
別
障
が
い
者
手
当
等
の�

手
当
月
額
の
改
定

令
和
４
年
４
月
分
か
ら
手
当
月

額
が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

※
①
・
②
は
20
歳
未
満
で
政
令
で
定

め
る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母
ま
た

は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

※
③
・
⑤
は
20
歳
以
上
、
④
は
20
歳

未
満
で
身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
の
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
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保
健
福
祉
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福
祉
サ
ー
ビ
ス
）
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手当の名称 改定内容

① 特別児童扶養手当（1級） 52,500円� →� 52,400円

② 特別児童扶養手当（2級） 34,970円� →� 34,900円

③ 特別障がい者手当 27,350円� →� 27,300円

④ 障がい児福祉手当 14,880円� →� 14,850円

⑤ 経過的福祉手当 14,880円� →� 14,850円

６５
歳
以
上（
介
護
保
険
第
１
号�

被
保
険
者
）の
方
へ
介
護
保
険
料�

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険
者

の
方（
大
阪
市
に
お
住
ま
い
の
65
歳

以
上
の
方
）で
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
で
保
険
料
を
納
付
い
た
だ

い
て
い
る
方（
普
通
徴
収
の
方
）に

は
、
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

４
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、

年
金
か
ら
納
付
い
た
だ
い
て
い
る
方

（
特
別
徴
収
の
方
）に
は
、
保
険
料

決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。
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保
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介
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保
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児
童
扶
養
手
当
の�

支
給
月
額
の
改
定

児
童
扶
養
手
当
月
額
に
つ
い
て
は
、

「
児
童
扶
養
手
当
法
」及
び「
児
童
扶

養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の

額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
令
和
４
年
４
月
分
か
ら
、

全
国
消
費
者
物
価
指
数
を
基
に
手

当
額
が
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

現
在
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方

に
つ
い
て
は
４
月
末
頃
、
改
定
後
手

当
額
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。
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保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）
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全部支給 一部支給

児童1人目 43,160円� →� 43,070円 43,150円～10,180円
→�43,060円～10,160円

児童2人目 10,190円� →� 10,170円 10,180円～5,100円
→�10,160円～5,090円

児童3人目
以降 ��6,110円� →� ��6,100円 6,100円～3,060円

→�6,090円～3,050円

4月からの各種保険料、手当について

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のお知らせは10面をご覧ください。

携帯型機器

詳しくは、天王寺区ホームページをご覧ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/

広告募集中


